
4 1の4

鯖
屋
誠
照
寺
・

中
野
専
照
寺
の
成
立
(
上
)

義

博

泉

は
じ
め
に
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越
前
に
親
驚
系
の
念
仏
が
展
開
す
る
に
当
た
り
、

と
く
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
が
知
道
(
如
導
と

お
お
ま
ち

も
)
の
創
建
に
か
か
る
大
町
専
修
寺
で
あ
る
。
そ
の

成
立
は
鎌
倉
末
期
に
遡
り
、
や
が
て
こ
こ
か
ら
い
わ

よ
と
ご
し
し
よ
う
じ
ょ
う

ゆ
る
三
門
徒
派
の
寺
院
、
す
な
わ
ち
横
越
証
誠

り

さ

ば

ゃ

う

わ

の

じ

よ

う

し

よ

う

じ

寺
・
中
野
専
照
寺
・
鯖
屋
上
野
誠
照
寺
が
離
脱
し
て

く
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
す
で
に
「
大
町
専
修
寺
の
歴
史
寸
を
ま
と

め
、
大
町
専
修
寺
の
創
立
か
ら
没
落
に
至
る
経
緯
、

泉

鯖
屋
誠
照
寺
・
中
野
専
照
寺
の
成
立
(
上
)

お
よ
び
蓮
慶
に
よ
っ
て
復
興

も

ろ

え

さ
れ
た
後
に
加
賀
諸
江
へ
転

じ
、
さ
ら
に
戦
国
末
期
に
三

国
に
移
転
し
て
勝
授
寺
と
改

号
す
る
状
況
を
検
討
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
続
い
て
「
横

越
証
誠
寺
の
成
立
と
出
雲
路

老
一
室
九
で
は
、
南
北
朝
期

に
大
町
専
修
寺
か
ら
離
脱
す

る
横
越
証
誠
寺
と
、
室
町
期

に
な
っ
て
こ
の
証
誠
寺
を
兼

い

ず

も

り

任
す
る
こ
と
と
な
る
出
雲
路

奉
摂
寺
に
関
し
て
、
子
細

に
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
た
。そ

こ
で
本
稿
で
は
こ
れ
ら

の
分
析
に
続
き
、
室
町
期
に

至
っ
て
横
越
証
誠
寺
か
ら
離

脱
す
る
鯖
屋
上
野
誠
照
寺
に

つ
い
て
と
、
永
享
年
間
に
大

町
専
修
寺
が
本
願
寺
か
ら
破

門
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、

専
修
寺
か
ら
離
脱
す
る
中
野

中野専照寺・鯖屋誠照寺の歴代住持

。誕生・存命中 ×死去(数字は年齢)

大町専修寺・中野専j照寺 l横越証誠寺・鯖屋誠照寺 l 出雲路奉摂寺

弘長元(1261)10如道

永仁 (1293 I・専修寺創建
-99) 11 

応長元(l311)I・覚如下向

暦応 3(印刷 1 ~80 I如浄

暦応 4(1341) I 0良金

毒摂寺
善喜

証誠寺道性

.近江音羽庄

I I嫡子某
誠照寺如覚

.専修寺
|を離脱

図 1

文和元(1352)

幸

智
議
ロ

普

(

某破

某

1
i
l
l
.
-
-
-
-

n
h
U
 

×
如源

× 

専照寺浄ー

永平日元(1375)

至徳 2(1385) 

応永11(1404) 

寺
建

照
創

専

.×
 永享 7(1435) 

永享10(1438) 

克正 3(1462) 

.鯖江寺文明 2(1470) 
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四
十
一
巻
四
号

図

越
前
三
門
徒
派
の
系
譜

親
鷺

t

真
仏

1

1

1

1

t

顕
智

I
J
I
-
-
慶

円

ー

:

信

性

真

壁

高

田

一

野

寺

本

証

寺

越

前

和

田

専
海

2

円蓋口

鶴

見

専

信

坊

三

河

和

田

一

勝
髪
寺
一

大
町
太
郎
衛
門

1
iト
川
如
道
I

l

-

-

」

大
町
助
四
郎
ー
一

大
町
専
修
寺
①
一

平
康
頼

一

1
l
良
如

一

一

浄

土

宗

「

止

敦

賀

原

西

福

寺

「

如

浄

1

1

1

良
金

i
l
l
l
某

専

修

寺

②

専

修

寺

③

専

修

寺

④

大
町
助
四
郎

了
l
l

道
性

l
l
7某

横

越

一

一

証

誠

寺

②

証
き
寺
①
一

一

F
i
j
i
下
如
覚
!
|
|
|
?
|
|
|
オ
|
秀
意
|
|
|
秀
盛
|
i
秀
山

一

鯖

屋

誠

照

寺

①

一

誠

照

寺

誠

照

寺

「

道

幸

「

秀

顕

i
J寺

河
端
常
楽
寺
①

「
J

道
願

I

l

-

-

浄
一

!
l
i
l
-
-
e

源
如

I
l
l
i
-
-

如

海

:

!

空

恵

;

l
』
覚
如

山

誓

寺

大

町

左

兵

衛

専

照

寺

②

専

照

寺

③

専

照

寺

④

専

照

寺

⑤

ー

ー

で

中

野

専

照

寺

①

専
照
寺
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

一
道
性
と
横
越
証
誠
寺

鯖
屋
上
野
誠
照
寺
は
横
越
証
誠
寺
か
ら
分
立
す
る

寺
院
な
の
で
、
本
節
で
は
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、

大
町
専
修
寺
か
ら
横
越
証
誠
寺
道
性
が
離
脱
す
る
ま

で
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

大
町
専
修
寺
の
開
基
如
道
は
、
平
判
官
康
頼
の
子

孫
と
思
し
き
大
町
太
郎
衛
門
の
子
と
伝
え
ら
れ
、
弘

長
元
年
(
一
二
六
二
に
誕
生
し
て
俗
名
を
大
町
助

四
郎
と
称
し
た
。
長
じ
て
彼
は
士
一
河
和
田
円
善
(
の

ち
勝
髪
寺
)
の
弟
子
と
し
て
出
家
し
、
永
仁
年
間

(
一
二
九
二
一

1
九
九
)
に
専
修
寺
を
創
建
し
た
。
や

が
て
越
前
で
彼
は
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
に
至
っ
た

の
で
、
本
願
寺
覚
如
が
応
長
一
元
年
(
一
三
一
一
)
に

彼
の
も
と
に
下
向
し
て
し
ば
ら
く
滞
在
し
、
つ
い
に

彼
を
門
徒
と
し
て
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
あ
る
。
彼
は
暦
応
三
年
(
一
三
四

O
)
ま
で
存
命

し
、
八

O
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。

如
道
の
跡
は
、
そ
の
二
男
如
浄
に
よ
っ
て
継
承
さ

れ
た
。
こ
れ
は
長
男
良
如
が
浄
土
宗
に
属
し
て
、
敦

賀
原
に
西
福
寺
を
創
建
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
と
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こ
ろ
が
第
二
世
如
浄
も
や
が
て
浄
土
宗
小
坂
義
に
傾

い
た
た
め
、
門
徒
衆
か
ら
康
安
二
年
(
一
三
六
二
)

に
厳
し
い
批
判
の
言
上
状
を
突
き
付
け
ら
れ
、
や
む

な
く
彼
は
起
請
文
を
作
成
し
て
一
向
専
修
念
仏
に
復

帰
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
批
判
の
先
頭
に
立
っ
た

の
が
道
性
(
の
ち
横
越
証
誠
寺
開
基
)
と
思
わ
れ
、

ほ
ご
の
う
ら

如
浄
の
か
か
る
浄
土
宗
傾
倒
を
評
し
て
、
『
反
古
裏

が
き

Z

ひ

じ

ぼ

う

も

ん

童
日
』
は
秘
事
法
門
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
如
浄
は
永
和
元
年
(
一
三
七
五
)
に
至
っ

て
死
去
す
る
。

続
い
て
如
浄
の
子
良
金
(
了
泉
と
記
す
史
料
伊
あ

る
の
で
、
本
来
は
「
良
全
」
と
書
い
て
リ
ョ
ウ
ゼ
ン

と
発
音
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
)
が
第
三
世
を
相

続
す
る
が
、
彼
も
至
徳
二
年
二
三
八
五
)
頃
に
著

し
く
浄
土
宗
に
傾
い
た
ら
し
い
。
そ
の
結
果
、
道
性

を
は
じ
め
と
す
る
門
徒
衆
は
つ
い
に
専
修
寺
か
ら
離

脱
す
る
こ
と
に
決
し
、
新
た
に
横
越
に
証
誠
寺
を
創

建
し
て
転
ず
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
専
修
寺
に
代
わ

る
べ
き
本
寺
(
手
次
寺
)
と
し
て
は
出
雲
路
毒
摂
寺

を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
な
お
良
金
は
応
永
十
一
年

(
一
四

O
四
)
に
六
四
歳
で
死
去
す
る
。

大
町
専
修
寺
の
も
と
を
離
脱
し
た
道
性
は
、
や
が

て
老
齢
に
及
ん
で
証
誠
寺
を
嫡
子
某
に
継
承
さ
せ
、

泉

鯖
屋
誠
照
寺
・
中
野
専
照
寺
の
成
立
(
上
)

一
代
ハ
不
通
ニ
て
、
相
互
ニ
出
入
取
結
、
秀
誠

代
ニ
寵
成
候
:
・
(
中
略
)
・
:
寛
永
之
末
頃
:
・

(
中
略
)
・
:
常
楽
寺
ハ
敦
賀
之
山
中
へ
罷
越
、

寺
法
物
ハ
鯖
江
へ
取
申
候
。
口
ハ
今
之
誠
証
寺
御

開
山
ハ
、
常
楽
寺
没
落
之
時
之
御
木
像
ニ
て
御

座
候
。
寺
地
、
今
に
鯖
江
よ
り
支
配
仕
候
。

ニ

如

覚

と

鯖

屋

上

野

誠

照

寺

文

明

弐

年

ニ

鯖

江

寺

建

立

仕

候

由

:

・

(

下

略

)

道

性

に

は

三

人

の

男

子

が

あ

っ

た

の

で

、

嫡

子

某

:

・

(

『

中

野

物

語

』

)

が
証
誠
寺
を
継
承
し
、
三
男
道
幸
は
河
端
に
常
楽
寺
右
の
『
中
野
物
語
』
に
よ
る
と
、
二
男
如
覚
は
父

を
建
立
し
て
い
た
が
、
二
男
如
覚
だ
け
は
ひ
と
り
不
道
性
と
不
和
に
な
っ
て
池
田
に
塾
居
を
余
儀
な
く
さ

遇

の

立

場

に

あ

っ

た

。

れ

て

い

た

と

見

え

て

い

る

。

し

か

L
彼
は
弟
道
幸
の

て
河
端
村
常
楽
寺
と
申
御
座
候
。
是
ハ
道
性
三
執
り
成
し
で
、
臨
終
の
間
際
に
な
っ
て
よ
う
や
く
に

男
御
座
候
内
、
嫡
子
ハ
証
誠
寺
、
二
男
如
覚
ハ
父
と
の
対
面
を
許
さ
れ
、
そ
の
没
後
に
同
じ
く
道
幸

道
性
と
不
和
ニ
御
座
候
而
、
家
口
口
池
田
之
内
の
差
配
で
「
鯖
江
」
(
鯖
屋
か
)
に
誠
照
寺
を
建
立

ニ
塾
居
仕
候
。
三
男
道
幸
ハ
河
端
村
ニ
寺
建
立
、
し
て
、
こ
こ
に
入
寺
し
た
の
で
あ
る
。
当
初
は
万
端

出
仕
罷
有
候
。
道
性
及
終
集
之
時
、
如
覚
義
を
を
河
端
常
楽
寺
が
取
り
仕
切
っ
て
い
た
が
、
し
か
し

佑
一
言
仕
、
臨
終
之
間
ニ
漸
致
対
面
候
よ
し
。
没
秀
意
・
秀
恵
の
時
代
か
ら
常
楽
寺
と
は
不
和
に
な
っ

(
鯖
屋
カ
)

後
二
道
幸
取
持
ニ
テ
、
鯖
江
一
二
宇
建
立
、
た
た
め
、
秀
山
一
代
は
全
く
の
不
通
で
あ
っ
た
。
秀

(
照
カ
)

誠
証
寺
と
申
て
、
道
幸
よ
り
相
続
、
代
々
尊
敬
誠
時
代
の
寛
永
末
年
に
、
常
楽
寺
が
退
転
し
て
敦
賀

い
た
し
、
万
端
之
義
差
図
ハ
河
端
常
楽
寺
仕
、
に
没
落
し
た
時
、
そ
の
法
物
類
を
誠
照
寺
が
保
管
し

旦
方
用
事
等
之
義
、
常
楽
寺
差
引
次
第
二
仕
候
た
の
で
、
そ
の
結
果
、
常
楽
寺
に
あ
っ
た
親
驚
木
像

処
、
程
過
、
年
歴
遠
く
罷
成
、
鯖
江
ノ
秀
意
が
そ
の
ま
ま
誠
証
寺
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

代
・
秀
恵
代
よ
り
常
楽
寺
と
不
和
ニ
成
、
秀
山
な
お
「
鯖
江
寺
」
の
建
立
は
文
明
二
年
(
一
四
七

「
道
性
、
老
後
ニ
山
本
村
ニ
隠
居
仕
、
山
本
寺
ト
申

候
」
(
『
中
野
物
語
』
吋
と
、
み
ず
か
ら
は
山
本
村

(
山
本
庄
水
落
村
)
に
隠
居
し
た
。
証
誠
寺
の
山
号

「
山
元
山
」
は
、
こ
の
道
性
隠
居
所
に
因
ん
で
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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O
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。右

の
記
事
で
は
誠
照
寺
創
建
が
い
つ
の
こ
と
か
判

然
と
し
な
い
が
、
父
道
性
の
死
後
と
明
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
ま
ず
道
性
の
没
年
を
推
定
し
て
み
よ
う
。

道
性
の
史
料
上
の
初
見
は
貞
和
二
年
二
三
四
六
)

で
、
彼
は
こ
の
時
に
京
都
で
修
学
中
で
あ
っ
た
。
お

そ
ら
く
は
出
家
し
て
ま
も
な
く
の
十
五
歳
頃
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
、
彼
の
年
齢
を
こ
れ
よ
り
も
若
く
に
想

定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
誕
生

は
正
慶
元
年
(
一
三
三
二
)
頃
、
ま
た
大
町
専
修
寺

を
離
れ
た
至
徳
二
年
(
一
三
八
五
)
に
は
五
四
歳
程

度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
も
し
彼
が
、
六

O
歳
ま
で
存
命
し
た
と
す
れ
ば
明
徳
二
年
(
一
三
九

ご
頃
、
八

O
歳
の
長
寿
に
達
し
た
と
す
れ
ば
応
永

十
八
年
(
一
四
一
一
)
頃
に
死
去
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
父
道
性

が
応
永
年
聞
の
前
半
に
死
去
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実

で
あ
る
か
ら
、
鯖
屋
上
野
誠
照
寺
の
創
建
は
そ
れ
よ

り
や
や
遅
れ
て
、
応
永
中
期
頃
で
あ
っ
た
と
推
測
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三
如
覚
の
居
住
地
「
鯖
屋
」

そ
こ
で
次
に
、
誠
照
寺
の
創
建
を
語
る
い
ま
一
つ
札
明
を
行
い
、
今
後
は
出
言
し
な
い
旨
の
起
請
文
を

の
史
料
と
し
て
、
『
異
本
反
古
裏
書
』
の
一
節
を
取
書
い
て
改
悔
し
た
の
で
、
一
日
-
は
落
着
し
た
。
し
か

り

上

げ

て

み

よ

う

。

し

そ

の

後

、

第

三

世

良

金

に

至

っ

て

も

一

向

に

や

ま

(
如
浄
カ
)

如
道
新
義
を
た
て
、
秘
事
法
門
と
言
事
を
骨
張
せ
ず
、
至
徳
二
年
(
一
三
八
五
)
の
道
性
の
申
状
も
効

し
か
ハ
、
御
門
徒
の
面
々
か
た
く
札
明
を
な
し
、
果
が
な
か
っ
た
の
で
、
道
性
は
つ
い
に
離
脱
に
及
ん

自
今
以
後
出
言
あ
る
へ
か
ら
さ
る
旨
、
起
請
文
を
だ
。
そ
し
て
第
四
世
某
の
時
代
に
な
っ
て
、
こ
う
し

か
3

し
め
、
改
悔
あ
り
し
か
と
も
、
猶
や
ま
す
し
た
状
況
を
本
願
寺
に
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
つ
い
に

て
諸
人
迷
乱
あ
り
し
か
ハ
、
申
上
ら
れ
、
御
門
徒
永
享
七
年
(
一
四
三
五
)
に
「
御
門
徒
を
は
な
さ
れ

を
は
な
さ
れ
畢
。
し
か
れ
と
も
邪
義
を
つ
の
り
、
畢
L

と
、
専
修
寺
は
破
門
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

横
越
の
道
性
、
鯖
屋
の
如
覚
、
中
野
坊
主
、
此
旨
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
邪
義
を
募
っ
て
、
横
越
の
道

を
っ
た
へ
、
い
ま
ニ
徐
残
あ
り
て
、
お
か
ま
す
の
性
・
鯖
屋
の
如
覚
・
中
野
坊
主
ら
が
こ
の
旨
を
伝
え

衆
と
号
す
る
者
也
。
又
鯖
屋
ハ
、
三
門
徒
の
そ
て
て
、
現
在
も
余
残
が
「
お
か
ま
す
の
衆
L

と
号
し
て

骨
巾
車
市
ム
口

也
。
如
覚
ハ
、

O
存
覚
上
人
の
御
在
世
の
御
時
よ
い
る
。
と
こ
ろ
で
鯖
屋
は
三
門
徒
派
の
寸
そ
て
」

H

り
の
御
門
弟
也
。
其
以
後
、
邪
義
の
骨
張
と
成
給
分
派
で
あ
っ
て
、
開
基
如
覚
は
常
楽
台
存
覚
の
時
代

(
常
山
本
寺
)

ひ
き
。
し
か
れ
共
、
今
少
路
蓮
覚
上
人
御
時
、
帰
か
ら
の
門
弟
で
あ
る
が
、
後
に
邪
義
を
骨
張
す
る
よ

参
あ
り
き
。
し
か
る
所
に
円
U
伊
賀
法
橋
、
無
所
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ォ
今
少
路
」

H
常
楽
寺
蓮
覚

存
に
よ
り
て
、
又
秘
事
ニ
立
ち
か
へ
り
給
ひ
き
。
の
時
に
は
帰
参
す
る
に
至
っ
た
が
、
「
伊
賀
法
橋
」

い
ま
の
か
わ
野
の
成
照
寺
是
也
。
し
か
れ
ハ
、
蓮
は
ま
た
も
や
秘
事
に
立
ち
返
っ
て
し
ま
い
、
現
在
の

如
吉
崎
御
在
津
の
時
よ
り
、
大
略
心
中
を
あ
ら
た
「
か
わ
野
の
成
照
寺
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
け
れ

め

、

本

寺

へ

帰

参

せ

し

む

吻

ど

も

蓮

知

の

吉

崎

在

津

の

時

代

に

、

お

お

む

ね

心

中

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
如
道
」
(
正
し
く
は
如
浄
を
改
め
て
本
願
寺
に
帰
参
す
る
に
至
っ
た
、
と
語
ら

か
)
が
新
義
を
立
て
て
秘
事
法
門
を
骨
張
し
た
の
で
、
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

門
徒
の
面
々
が
康
安
二
年
(
一
三
六
二
)
に
厳
重
に
右
の
う
ち
で
注
目
す
べ
き
は
、
如
覚
の
居
住
地
が
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「
鯖
屋
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
、
次
い
で
如
覚
が
常

楽
台
存
覚
の
門
弟
と
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
常
楽

寺
蓮
覚
時
代
に
一
旦
帰
参
し
、
そ
の
後
再
び
秘
事
法

門
に
立
ち
返
っ
た
が
、
蓮
如
の
吉
崎
滞
在
時
代
に
帰

参
し
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
、
如
覚
居
住
地
が
「
鯖
屋
」
と
記
さ

れ
る
点
を
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
大
覚
寺
領
鯖
屋
庄

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
戦
国
期
に
は
白
鬼
女
村
と
呼
ば

れ
、
江
戸
期
に
上
鯖
江
村
と
改
称
さ
れ
、
現
在
は
舟

津
町
一
丁
目

1
五
丁
目
と
変
更
さ
れ
て
い
る
地
域
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
の
舟
津
町
二
丁
目
に
小
字

「
上
野
(
ウ
ワ
ノ
)
し
が
所
在
し
て
い
る
か
ら
吻
こ

の
近
辺
こ
そ
が
誠
照
寺
の
故
地
で
あ
り
、
そ
の
山
号

「
上
野
山
し
の
発
祥
地
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
前
節
引
用
の
『
中
野
物
語
』
で
は
所
在
地
が

「
鯖
江
」
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
鯖
江
に

「
上
野
」
な
る
小
字
名
は
所
在
し
な
い
。
つ
ま
り
当

初
か
ら
鯖
江
に
誠
照
寺
が
所
在
し
た
と
考
え
た
場
合

に
は
、
山
号
の
由
来
が
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
誠
照
寺
の
最
初
の
建
立

地
は
、
大
覚
寺
領
鯖
屋
庄
(
近
世
の
上
鯖
江
村
)
の

小
字
「
上
野
L

で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ

が
後
に
「
鯖
江
」
(
二
条
家
領
鯖
江
庄
下
深
江
村
の

泉

鯖
屋
誠
照
寺
・
中
野
専
照
寺
の
成
立
(
上

現
在
地
)
に
移
転
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
寺
伝
に
よ
る
と
、
誠
照
寺
の
故
地
は
現
在
の

惜
陰
小
学
校
校
庭
の
南
西
端
あ
た
り
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
こ
こ
は
小
字
寸
上
野
」
の
ご
く
近
く
で
、
こ

の
付
近
一
帯
が
か
つ
て
「
上
野
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

と
考
、
え
て
も
な
ん
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
な
お
、
こ

こ
か
ら
や
や
南
方
の
地
点
に
、
「
車
ノ
道
場
」
と
通

称
さ
れ
る
上
野
別
堂
が
所
在
す
る
が
、
こ
こ
を
故
地

と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
誠
照
寺
と
常
楽
寺

前
節
に
続
い
て
、
『
異
本
反
古
裏
書
』
に
お
け
る

注
目
点
の
第
二
、
す
な
わ
ち
開
基
如
覚
が
常
楽
台

(
常
楽
寺
)
存
覚
の
門
弟
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
検
討
し
よ
う
。

存
覚
と
は
本
願
寺
覚
如
の
嫡
子
で
、
当
初
は
彼
が

本
願
寺
の
後
継
者
と
目
き
れ
て
い
た
が
、
父
覚
如
と

対
立
し
た
結
果
、
廃
嫡
さ
れ
て
し
ま
い
、
代
わ
っ
て

弟
従
覚
が
本
願
寺
を
継
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
「
日
野
一
流
系
図
」
に
よ
れ
ば
、

光
玄
室
名
光
日
、
童
体
之
時
従
五
以
下
。
俗
名

親
綱
。
彼
特
前
伯
香
守
親
顕
子
也
。

号
常
楽
台
。
法
印
権
大
僧
都
、
大
納
言
。

法
名
存
覚
、
元
尊
|
。
本
名
光
願
、
又
改

|
顕
、
又

i
l、
又
号
改
|
禅
。

母
0

・
:
(
中
略
)
・

応
安
六
奏
巳
、
二
月
廿
八
日
入
滅
、
八
十

四
歳
吻

と
あ
っ
て
、
存
覚
は
応
安
六
年
(
一
三
七
三
)
ま
で

存
命
し
て
八
四
歳
で
死
去
し
た
と
さ
れ
る
か
ら
(
誕

生
は
正
安
三
年
H

一
二
九

O
で
あ
ろ
う
)
、
如
覚
が

存
覚
の
弟
子
と
な
る
た
め
に
は
、
応
安
六
年
以
前
に

帰
依
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
先
に
、
道
性
の
生
涯
を
推
測
し
て
正
慶

一
元
年
(
一
三
三
二
)
頃
の
誕
生
と
考
え
た
が
、
こ
れ

を
踏
ま
え
て
如
覚
の
生
涯
も
推
測
し
て
み
よ
う
。
も

し
二
男
如
覚
が
、
道
性
二
五
歳
頃
に
誕
生
し
て
い
た

と
仮
定
で
き
る
な
ら
ば
、
如
覚
は
延
文
元
年
ご
三

五
六
)
頃
の
誕
生
で
あ
り
、
さ
ら
に
十
五
歳
で
得
度

し
た
と
す
れ
ば
応
安
三
年
(
一
三
七

O
)
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
計
算
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
以
上
の
想
定
に

基
づ
け
ば
、
如
覚
は
得
度
し
て
か
ら
少
な
く
と
も
三

年
間
程
度
は
、
存
覚
か
ら
指
導
を
受
け
る
期
間
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
法
名
に
用

い
ら
れ
て
い
る
一
宇
「
覚
」
は
、
存
覚
か
ら
拝
受
し

た
可
能
性
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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な
お
、
如
覚
が
常
楽
台
存
覚
に
帰
依
し
て
い
た
の
中
納
言
。
法
印
権
大
僧
都
。

に
対
し
、
そ
の
父
道
性
が
出
雲
路
宅
摂
寺
に
属
し
て
口
元
ハ
法
名
蓮
覚
。

い
た
こ
と
は
、
す
で
に
第
一
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
母
、
法
名
覚
智
。
龍
居
号
証
願
寺
吻

あ
る
。
こ
の
、
帰
属
す
べ
き
本
寺
が
如
覚
と
父
道
性
と
あ
っ
て
、
実
名
光
信
、
法
名
蓮
覚
と
称
し
、
常
楽

と
で
異
な
っ
て
い
た
点
こ
そ
が
、
両
人
の
不
和
の
原
台
を
改
め
て
常
楽
寺
と
号
し
た
と
さ
れ
る
。
あ
い
に

因
を
な
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
も
{
と
生
没
年
な
ど
が
未
詳
で
あ
る
が
、
蓮
如
の
命
に

し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
如
覚
が
池
田
(
池
田
よ
り
改
称
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
、
ま
た
法
名
蓮
覚
も

庄
)
に
塾
居
し
て
い
た
と
の
箇
所
も
、
必
ず
し
も
誇
蓮
如
か
ら
下
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
蓮
如

大
に
悲
観
視
す
る
に
は
及
ば
ず
、
単
に
父
と
の
交
渉
(
応
永
二
二
年
1
明
応
八
年
、
一
四
一
五

1
一
四
九

が
途
切
れ
て
い
た
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
九
)
と
は
や
や
若
い
世
代
に
属
す
と
考
え
て
よ
い
で

現
在
の
今
立
郡
池
田
町
か
ら
大
野
郡
に
か
け
て
、
鱗
あ
ろ
う
。

屋
上
野
誠
照
寺
派
に
属
す
る
寺
院
が
か
な
り
多
い
理
そ
こ
で
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
右
の
離
脱
・
帰
参
の

由
は
、
こ
の
「
塾
居
」
中
の
如
覚
に
よ
る
働
き
掛
け
推
移
を
捉
え
直
し
て
み
よ
う
。
応
永
初
年
の
草
創
後

の
成
果
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
も
な
く
し
て
、
誠
照
寺
は
本
寺
常
楽
寺
を
一
旦
離

最
後
に
第
三
の
注
目
点
、
草
創
さ
れ
て
ま
も
な
く
れ
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
常
楽
寺
に
代
わ
る

に
誠
照
寺
は
本
寺
常
楽
寺
か
ら
一
旦
離
れ
、
蓮
覚
時
べ
き
本
寺
(
手
次
寺
)
を
得
た
た
め
の
行
動
に
ほ
か

代
に
な
っ
て
再
び
帰
参
し
、
そ
の
後
ま
た
も
や
秘
事
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
横
越
証
誠

法
門
に
立
ち
返
っ
た
が
、
蓮
如
時
代
に
本
願
寺
に
帰
寺
第
二
世
某
の
死
去
の
後
に
、
そ
の
住
持
を
、
本
寺

参
し
た
と
述
べ
ら
れ
る
点
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。
た
る
出
雲
路
吉
一
宅
摂
寺
の
第
三
世
善
喜
が
兼
務
し
た
事

ゆ

ま
ず
蓮
覚
に
つ
い
て
寸
大
谷
一
流
諸
家
系
図
一
実
で
あ
る
善
喜
は
当
然
、
頻
繁
に
横
越
に
下
向
す

常

楽

寺

系

図

」

を

見

て

み

る

と

、

る

よ

う

に

な

っ

た

か

ら

、

鯖

屋

誠

照

寺

が

善

喜

の

も

光
信
常
楽
台
、
改
常
楽
寺
。
依
兼
寿
法
印
命
。
と
に
帰
属
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
と
言
え
る
か
も
知

但

古

与

寺

云

。

れ

な

い

。

な

ぜ

な

ら

ば

、

そ

も

そ

も

誠

照

寺

は

横

越

証
誠
寺
の
派
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
誠
照
寺

は
、
次
第
に
本
寺
常
楽
寺
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
常
楽
寺
蓮
覚
の
時
代
に
な
る
と
、
鯖
屋
誠

照
寺
は
再
び
常
楽
寺
に
帰
参
し
た
も
の
の
、
そ
の
後

ま
た
も
や
秘
事
法
門
に
立
ち
返
り
、
蓮
如
時
代
に
至

っ
て
本
願
寺
に
帰
参
し
た
と
さ
れ
る
点
を
考
え
て
み

よ
う
。
こ
の
一
連
の
経
緯
も
、
お
そ
ら
く
は
老
摂
寺

住
持
と
の
関
係
で
生
じ
た
混
乱
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
善
宣
同
が
死
去
し
て
善
智
(
善
幸
と
も
)
が
老
摂

寺
を
継
承
し
た
時
点
で
、
誠
照
寺
は
一

E
、
老
摂
寺

を
離
れ
て
常
楽
寺
の
も
と
に
復
帰
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
る
に
善
智
は
、
や
が
て
弟
善
秀
に
宅
摂
寺

第
五
世
を
委
ね
て
、
み
ず
か
ら
は
越
前
横
越
に
転
じ

て
し
ま
う
の
で
、
こ
の
時
点
で
再
ぴ
鯖
屋
誠
照
寺
は

常
楽
寺
の
も
と
を
離
れ
、
横
越
の
善
智
に
帰
依
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蓋
口
智
の
こ
の
時

の
地
位
は
証
誠
寺
第
四
世
で
あ
り
、
こ
れ
を
指
し
て

『
反
古
裏
書
』
は
秘
事
法
門
と
非
難
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
本
願
寺
に
よ
っ
て
手
次
寺
と
認
定
さ
れ

た
老
摂
寺
・
常
楽
寺
な
ど
に
帰
依
し
な
い
限
り
は
、

す
べ
て
秘
事
法
門
と
評
さ
れ
て
い
る
と
考
、
え
ね
ば
な

る
ま
い
。
そ
し
て
、
文
明
三
年
こ
四
七
ご
に
蓮
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如
が
越
前
土
口
崎
に
下
向
す
る
に
至
っ
て
、
誠
照
寺
は

本
願
寺
に
帰
属
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
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五
誠
照
寺
の
鯖
江
移
転

す
で
に
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
誠
照
寺
の
最

初
の
建
立
地
は
鯖
屋
庄
上
野
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
現

在
地
の
鯖
江
庄
下
深
江
村
に
転
じ
た
の
は
、
『
中
野

物
語
』
に
、

文
明
弐
年
ニ
鯖
江
寺
建
立
仕
候
由
。

(
『
中
野
物
語
』
)

よ
記
さ
れ
る
ご
と
く
に
、
文
明
二
年
(
一
四
七

O
)

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
理
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
文
明
二
年
以
前
の

年
紀
を
持
つ
「
誠
照
寺
文
書
」
第
一
号

1
第
六
号
で

は
、
地
名
と
し
て
は
「
鯖
屋
上
野
」
し
か
登
場
し
な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
「
鯖
江
庄
」
と

記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の

文
書
の
信
頼
度
は
大
き
く
損
な
わ
れ
て
い
る
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
吻
当
然
、
同
一
文
書
中
の
「
真
照

寺
L

な
る
寺
号
に
も
疑
問
点
が
残
る
か
ら
、
こ
れ
を

誠
照
寺
の
旧
号
と
解
す
る
説
は
採
用
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
筆
者
は
第
一
号
i
第
六
号
を
す
べ
て
偽
文
書

と
考
え
て
い
る
が
、
仮
に
一
歩
譲
っ
て
真
照
寺
が
実

泉

鯖
屋
誠
照
寺
・
中
野
専
照
寺
の
成
立
(
上
)

在
し
た
と
し
て
も
、
真
照
寺
と
誠
照
寺
と
が
同
一
寺

院
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
は
不
可
欠
で
あ
る
。
両

寺
が
同
一
と
確
認
で
き
な
い
限
り
は
、
別
個
の
寺
院

と
理
解
す
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

信
頼
す
べ
き
史
料
が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
、
下
深

江
に
転
じ
て
以
後
の
誠
照
寺
の
動
向
は
全
く
不
明
で

あ
る
が
、
「
鯖
江
ノ
秀
意
代
・
秀
恵
代
よ
り
常
楽
寺

と
不
和
ニ
成
、
秀
山
一
代
ハ
不
通
ニ
て
、
相
互
ニ
出

入
取
結
、
秀
誠
代
ニ
罷
成
候
」
(
『
中
野
物
語
』
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら

は
秀
意
秀
恵
!
秀
山
秀
誠
と
継
承
さ
れ
た
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
誠
照
寺
系
図
リ
に
よ
る

と
、
図

2
の
ご
と
く
に
歴
代
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
時
代
あ
た
り
の
記
事
か
ら
は
お
お
む
ね
信

頼
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

、主①
拙
稿
「
大
町
専
修
寺
の
歴
史
」
(
『
本
願
寺
史
料
研

究
所
報
』
第
二
ハ
号
、
一
九
九
六
年
)
。

②
拙
稿
「
横
越
証
誠
寺
の
成
立
と
出
雲
路
宅
摂
寺
L

(
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
『
研
究
集
録
』
第
一
八
号
、

一
九
九
六
年
)
。

③
『
反
古
裏
書
』
(
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
・
蓮

如
と
そ
の
教
団
)
。

④

J

ニ
門
徒
派
専
照
寺
歴
代
系
図
」

成
』
第
七
巻
、
伝
記
・
系
図
)
。

⑤
『
中
野
物
語
』
(
「
真
宗
史
料
集
成
』
第
四
巻
、
専

修
寺
・
諸
派
)
。

⑥
『
異
本
反
古
豪
圭
一
日
』
(
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
、

登
録
番
号
O
二
一
二
四
七
)
。

⑦
拙
稿
「
鯖
屋
庄
と
鯖
江
庄
」
(
福
井
県
立
鯖
江
高
等

学
校
『
研
究
集
録
』
第
一
五
号
、
一
九
九
三
年
)
・
同

「
越
前
の
真
宗
寺
院
と
親
驚
止
宿
伝
説
」
(
『
若
越
郷

土
研
究
』
第
四
O
巻
四
号
、
一
九
九
五
年
)
。
な
お
小

字
名
に
つ
い
て
は
『
福
井
県
史
』
資
料
編
一
六
下
・
条

里
復
元
図
に
よ
る
。

⑧
「
日
野
一
流
系
図
」
(
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
七

巻
)

⑨
「
大
谷
二
山
肌
諸
家
系
図
一
常
楽
寺
系
図
」
(
『
真

宗
史
料
集
成
』
第
七
巻
)
。

⑮
拙
稿
「
横
越
証
誠
寺
の
成
立
と
出
雲
路
宅
摂
寺
」

(
前
注
②
)
。

。
『
福
井
県
史
』
資
料
編
五
・
中
近
世
三
の
「
誠
照
寺

文
書
」
の
解
題
で
も
、
こ
れ
ら
一
連
の
文
書
に
疑
問
の

余
地
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
原
本
調
査

の
機
会
が
乏
し
い
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
疑
問
の
示
唆

だ
け
で
は
不
満
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑫
「
誠
照
寺
系
図
」
(
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
七
巻
)
。

(
こ
い
ず
み
よ
し
ひ
ろ
)

(
『
真
宗
史
料
集
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